
 令和２年（２０２０年）１２月１７日  

熊本県民総合運動公園陸上競技場のネーミングライツ 

に関する契約の更新について 

 熊本県民総合運動公園陸上競技場では、株式会社えがおと平成２９年（２０１７年）２月から 

４年間のネーミングライツ契約を締結していましたが、この度、下記のとおり、同社とネーミング

ライツ契約を令和７年（２０２５年）１月まで更新することとなりました。 

※熊本県民総合運動公園陸上競技場におけるネーミングライツは、平成２５年（２０１３年）２月

に導入した。株式会社えがおとは、平成２９年（２０１７年）２月に契約を締結している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しいネーミングライツ契約の概要 

【対象施設名】 熊本県民総合運動公園陸上競技場 

【契約相手】 株式会社えがお（熊本市東区東町四丁目１０番１号）  

【施設愛称】 えがお健康スタジアム（えがおけんこうすたじあむ） 

【契約期間】 令和３年（２０２１年）２月１日から 

令和７年（２０２５年）１月３１日まで（４年間） 

【命名権料】 ４年間総額 １億円（税込） 

      （年額２，５００万円） 

 

問い合わせ先 

 教育庁県立学校教育局体育保健課管理・調整班 

  坂本・栁田（内線６７３９） 

  ダイヤルイン ０９６－３３３－２７０９ 
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